
平
成
三
十
年
六
月
八
日
提
出

質
問
第
三
七
二
号

南
ス
ー
ダ
ン
日
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

宮

本

徹

372



南
ス
ー
ダ
ン
日
報
に
関
す
る
質
問
主
意
書

「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
の
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
で
の
確
認
と
そ
の
公
表
の
過
程
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
隠
蔽
問
題
が
明
ら
か
に
な
っ
て
以
降
、
わ
が
党
議
員
は
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
が
陸
上
自
衛
隊
研
究

本
部
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
国
会
で
何
度
も
た
だ
し
て
き
た
。

本
年
四
月
十
三
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
は
じ
め
て
、
防
衛
省
は
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
で
の
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」

保
有
が
特
別
防
衛
監
察
で
確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

私
は
、
こ
の
過
程
が
き
わ
め
て
不
透
明
か
つ
不
可
解
で
あ
り
、
過
去
の
政
府
答
弁
の
整
合
性
を
も
疑
わ
れ
る
と
考
え
て
お

り
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

「
イ
ラ
ク
日
報
」
に
関
す
る
調
査
チ
ー
ム
報
告
書
に
は
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
で
の
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
の
探
索
に

つ
い
て
、
特
別
防
衛
監
察
を
う
け
た
昨
年
三
月
下
旬
の
探
索
状
況
が
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
昨
年
三
月
三
十
一
日
時
点
で
は
、
教
訓
課
か
ら
も
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
で
は
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
で
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
は
、
い
つ
、
ど
の
場
所
か
ら
、
ど
う
い
う
過
程
で
確
認

さ
れ
た
の
か
。
す
べ
て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



二

本
年
四
月
の
防
衛
大
臣
指
示
に
基
づ
く
探
索
で
判
明
し
た
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
の
保
有
状
況
に
つ
い
て
、
機
関
名
ご
と

の
保
有
期
間
（
年
月
日
）
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

防
衛
省
統
合
幕
僚
監
部
は
四
月
五
日
に
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ゴ
ラ
ン
高
原
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、

ハ
イ
チ
な
ど
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
の
日
報
等
、
多
く
の
日
報
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
は
、
何
を
目
的
に
日
報
を
保
有
し
、
何
に
活
用
し
て
い
た
の
か
。
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
の
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
の
保
有
を
特
別
防
衛
監
察
で
認
識
し
な
が
ら
、
な
ぜ
、
四
月
五
日
に
防

衛
省
統
合
幕
僚
監
部
が
公
表
し
た
「
研
究
本
部
よ
り
こ
れ
ま
で
保
有
し
て
い
る
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
日
報
」
の
一
覧
に
、

「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
の
記
載
が
な
い
の
か
、
説
明
さ
れ
た
い
。

五

昨
年
三
月
二
十
九
日
に
私
は
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、
陸
上
自
衛
隊
研
究
本
部
が
ま
と
め
た
「
教
訓
要
報
」
（
南
ス
ー
ダ

ン
八
次
隊
）
に
「
南
ス
ー
ダ
ン
日
報
」
（
二
千
十
五
年
十
二
月
三
日
の
絆
橋
付
近
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
）
と
ほ
ぼ
同
じ
資
料

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
研
究
本
部
が
保
有
し
て
い
る
日
報
を
活
用
し
て
作
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
た
だ

し
た
。

二



私
の
質
問
に
対
し
、
若
宮
健
嗣
防
衛
副
大
臣
（
当
時
）
は
、
「
教
訓
の
作
成
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
・
・
・
（
中

略
）
・
・
・
日
報
を
絶
対
的
に
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
、
「
研
究
本
部
に
お
き
ま
し
て
、
そ
の
日
報
そ

の
も
の
が
な
く
て
も
十
分
に
教
訓
要
報
と
い
う
の
を
つ
く
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
、
同
研
究
本
部
が
日
報
を
保
有
し
、

活
用
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
答
弁
を
繰
り
返
し
た
。

し
か
し
同
研
究
本
部
は
、
私
が
指
摘
し
た
南
ス
ー
ダ
ン
八
次
隊
の
「
教
訓
要
報
」
の
作
成
時
に
、
二
千
十
五
年
十
二
月
三

日
の
絆
橋
付
近
で
の
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
記
載
し
た
日
報
を
保
有
し
、
活
用
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
仮
に
、
日
報
を
活

用
せ
ず
に
つ
く
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
い
っ
た
い
何
を
も
と
に
作
成
し
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


